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1．はじめに

　1937年3月2日，U．S．スティール（United　States　Steel　Corp．：USS）は，鉄鋼

労働者組織委員会（Steel　Workers　Organizing　Committee：S、、「OC）を正式の交渉

団体として承認した。すなわち，同社の子会社カーネギー・イリノイ製鋼

（Carnegie－lllinois　E　teel　Co．）とSWOCは最低賃金（1口5ドノレ），労働時間（週40時

間），有給休暇（年1週間），先任権制度などを骨子とする労働協約を取り交わ

すことになったのであるD。その後，テネシー石炭製鉄鉄道（Tennessee　Coal，

　　　　　　　　　　　　　　　－　1　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25



Iron＆Railroad　Co．）など他の子会社とも同じ内容の協約を締結し，ここに

USSと組合とは全く新たな関係に入ることになった2）。すなわち，1901年の

設立以来一貫して，組合を無視ないし敵視するというスタンスを取ってきた

USSにとっては3），この出来事はまさに歴史的な転換をなすものであったと

言えるし，その後における同社の労使関係を考えた場合，きわめて重要な影

響を及ぼしたものでもあった。

　ところで，このSWOCとの交渉に際し直接，一方の当事者となりUSS社

内の論議をリードしつつ最終的に承認に結び付けたのがテイラー（Myl・n　C．

Taylor）であった。彼は1927年にUSSに招かれて以来約10年の問，取締役

会議長及び財務委員会議長として，大恐慌に直撃された同社の経営活動を主

導し，その「性格を徹底的に変えた」と評されているように，多方面にわ

たって重要な改革を相次いで推し進めたが4），特にSWOCの承認はテイ

ラーの名を一躍高め，rUSS史上最も優れた経営者の一人」として名を残す

ことになったのである5）。

　バーンステイン（ln・ing　Bernstein）（二よると，テイラーが何故かかる決定を

行ったのか「明確な解答はない」が，all　SWOCとの闘争が高コストにつく

こと，2従業員代表制（F－niployee　Representation　Plan：ERP）の混乱，3高操業

率維持の必要性，③組合側に有利な政治情勢，5テイラー自身の歴史認

識，6英国政府による労使紛争回避の要請，といった内外の「複合的な諸

要因（combined　forces＞が彼を促し，行動を起こさせた」と指摘している6）。

このバーンステインの指摘は，当時のUSSないしその経営を担っていたテ

イラーが置かれていたきわめて多様にして複雑な状況を，的確に整理・要約

したものと言えよう。

　とは言え，これらの「複合的な諸要因」は必ずしも同等の重みをもってテイ

ラーの眼前に迫っていたわけではないことにも留意しておく必要があろう。

「承認」は何よりもUSS内の労使対立が一層深刻化するのを沈静化ないし

未然に阻止するためだったが，この対立の直接の，また主たる舞台がERP
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だったと考えるならば，上記の「諸要因」の中でも，同社rERPの混乱」

を最も重要なファクターに位置づけることはあながち的外れとも言えないで

あろう。そして，USSのERPが何故「混乱」するに至ったのかという点に

関しては，SWOCが何故同社ERPをターゲットにしたのか，またSWOC

がどのような方策・戦術をもって同社経営陣に対峙しようとしたのか，さら

に，これに呼応して従業員がどのような動きを示したのか，あるいはテイ

ラーをはじめとする経営陣がこれらにどう対処しようとしたのか，などを

巡ってこれまで多くの考察が行われてきたし7），筆者もこれに拠りつつ若一f：

の検討を試みた8）。

　小論では，少し視点を変え，ERPの内容上の特徴を検出するとともに，

テイラー自身がこれをどのように受け入れたのか，という点を中心に見てみ

たいと思う。以下では，まず最初にUSSのERPについて導入の経緯及び制

度的な枠組み・特徴をやや立ち入って検証した後，同制度に関するテイラー

の基本的な姿勢を彼の抱いていた経営理念との関わりに注目しつつ確認して

みたい。

2．従業員代表制（ERP）導入の背景と経緯

（1）アメリカ鉄鋼業におけるERPの普及

　アメリカにおけるERPの推移を辿ると，第一・次大戦期に最初の大きなう

ねりが押し寄せた後，ニューディール前期に至り爆発的ともいえる普及振り

を示した9｝。特に1933－35年における状況にはすさまじいものがあった。す

なわち，この時期におよそ21万3，500名の従業員を擁する320の事業所で

ERPが設立されたが，これは1900年以降に設立されたERPを有する事業所

数の65％，従業員総数の56％を占め，他のどの時期をも圧倒する数値だっ
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表一1＊ERPの設立数（時期別）　　1935年4月時点

ERP ERP・労働組合 計

事業所数　従業員数‘事業所数 従業員数．事業所数・従業員数
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 1

1900－14　　　　　　　ア　　　　　　　5，260

1915－19　　　　　　68　　　　　103．948

1920－22　　　　　　26　　　　　　24，571

1923－29　　　　　　29　　　　　　17，785

1930－32　　　　　　26　　　　　　　9、431

1933＿35　　320　　213，4931

不　明　　＊＊18　　　10、171

1

19

5

6

3

58

4

　773　　　　　　　8　　　　　　　6，033

25、918　　　　　　87　　　　　　129．866

5，306　　　　　　31　　　　　　29．877

15、699　　　　　　35　　　　　　33．484

1、022　　　　　　29　　　　　　　1〔〕，453

　　－i
93，03⊃　1　　　　378　　　　　306，528

　826　　　　　　22　　　　　　10、99ア

11d 494　　　　　384、659 96　　　　　142，579　　　　　590 52ア，238

＊：原表では．会社組合と表記されている，

＊＊：181午中5件は1933年以前に設立され，838名の従業員数を有してい
　　た。

出所）　U，S．　Departmcnt　of　Labor，　Bulletin，　No．634，　Charastitics（ハf

　　Conlpally　UnlOIls、1935、　p，51．

たのである（表一1）10）。

　鉄鋼業においてもこれと全く同じような趨勢が見られた。ドーハティ（Car－

roll　R．　Daugherty）らによると，1932年に鉄鋼企業において公式に導人され，

機能していたERPは僅か7つにすぎず，他に従業員安全委員会（eiuployee　sa忙一

ty　coInmittee）ないし従業員相互共済組合（eniployee　niutual　benetit　and　relief　ass．・ci－

ation＞を通じて苦情を調整するための非公式の調停機関を有していた企業が

10社存在していた。ところが34年末にERPを導入していた企業は，これら

公式・非公式のものを含め，計93社にも達していた1U。この93社のERP

導入時期をいま少し細かく区分すると，表一2に示されているように，33年

6－7月の2ヵ月だけで実に40社（43％）もの多くを数えたのである。

　この時期にERPの導入が集中したのは，同年6月16口にローズベルト

（Franklin　D．　Rooseveit）大統領のもとで制定された全国産業復興法（National　In－

dustrial　Recovery　Act：NIRA），なかでも同法第7条a項の規定によるところが大

きかった。周知のように，NIRA第7条a項は従業員の団結権及び団体交渉

権を法的に承認するとともに，最低賃金率や労働時間を含む雇用条件に関す
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表一2　鉄鋼企業におけるERPの設立（時期別）　－1934年1月時点

年　月　1会社数　‘　　　　　　1 年　月 会櫨1年づ会撒
　　　‘
－ 1933．5．　　　7 1933．8

‘

6　　　1933．11 4

1933．6

19337

28　　　　　1933，　9

12　　　　　1933　10

3　　　1933．12

4　　　1934　1
つ
1
1出所）　C．R．　Daugherty　and　others，　T］ie　Economics〔，f　the∬t’011

　　and　Stee1∬ndustり～NlcGraw－Hill，1937，　p．1008．

る諸規定を備えたものであったが，具体的には次のような内容になってい

た12）。

第7条a項　本章に従い認可・規定または発行された公正競争規約，協定

　　　　　または免許状は，すべて次の要件を備えていなければならな

　　　　　いc

（1）従業員は団結権，及び自ら選出した代表者による団体交渉の権利を

　　有し，代表者の選任または自己の組織化，その他団体交渉あるいは相

　　互扶助ないし保護を目的とする協同行為を行うに際して，使用者また

　　はその代理人の干渉，抑制または強制より自由でなければならない。

（2）従業員または雇入希望者はすべて，雇用条件として，会社組合への

　　加入を要求されたり，自己の選択する労働組織への加入，その組織

　　化，またはそれへの援助をしないように要求されてはならない。

（3）使用者は大統領によって認可，規定された最高労働時間，最低賃金

　　率，その他の雇用条件に同意しなければならない。

　この規定に基づいて鉄鋼業にあっても規約（c・de）が作成され，33年8月19

日に大統領の承認を受け，発効することになった。この鉄鋼規約（Steel　Code）

には第7条a項に対応した諸規定が盛り込まれていたが，上記（1）及び（2）の

従業員の団結権，団体交渉権に関しては，次のような内容となっていた。す
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なわち，

　「従業員は，使用者の十渉，抑制，強制を受けずに，団体交渉や相互扶助

　のための代表者を組織し，選任する自由を保障される。また，使用者が労

　働者と反組合的な契約（＝黄犬契約）を結ぶことは禁止される」▲「’）．

　ところで，この鉄鋼コードの最初の草案は33年7月6LIに作成され，印

刷に付されたが，それは既存の労働組合など労働界が全く参加せずに，復興

局とアメリカ鉄鋼協会（Ainerican　lron　and　S．　teel　lnstitute：AISI）の両者が協議を重

ねつつ練り上げられたものであり，特に鉄鋼企業の業界団体であるAISIの

意向を色濃く反映する内容になっていたという点で注川される山。すなわ

ち，この草案では「苦情の解決や団体交渉を行う機関としては，外部の組合

〔＝労働組合　引用者〕よりERPの方が優れている」という文言が明記されて

おり15），団体交渉の機関として労f動組合ではなく，ERI）を念頭に置いてい

たことが示されている。この文言は，同月31口の公聴会を経て最終的に削

除されることになったが16），この時期のAISI，したがってその構成メン

バーである鉄鋼企業の認識を端的に示すものであったと言えよう。そしてこ

のような認識の上に立って，未だ規約が大統領の承認を受けていなかった6

－7月において多くの鉄鋼企業が足並みを揃えるようにERPを導入したので

はないかと考えられるのである。

（2）　USSにおけるERPの導入

　USSにあっても，33年6月にERPの原案を従業員に提示した。この原案の

fl≡成にAISIが直接関与したという「決定的な証拠はない」，とされている1：）。

とは言え，原案が提示された時期あるいは後に見るような翌34年2月の原

案の「修正」といった動きは他の多くの鉄鋼企業と軌を・にするものであり，

これらの点でAISIの影響を少なからず受けつつ，　USSにERPが導入された

ことが窺えるのである18）。
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　また，USSにERPが制定される以前に，既に幾つかの有力企業において

ERPが導入されていたこと，これらの企業において一定程度蓄積された経

験が何らかのかたちでUSSのERPに反映したのではないかということも推

測される。こうした点で注日されるものとして，たとえば，特別協議委員会

（Special　Conference　C（）mmitteel　S（：C）を挙げることができる19）。　SCCは，1919年

にベスレヘム製鋼，デュポン社，インターナショナル・ハーベスター社，ゼ

ネラル・モーターズ社，ニュージャージー・スタンダード社など9企業によっ

て設立され，「労使関係上の問題を第一義的に扱」うこと，それに関する「ノ

ウハウの交換と蓄積」を行うことを主な活動内容にしていたインフォーマノレ

な組織だったが，加盟企業の多くはERPを採用し，長年にわたる経験を有

していた。

　USSがERPの草案を作成・提示した33年時点ではこの組織との関係を示

すものは見当らないが，たとえばGNI社副社長の立場でこの組織に関わっ

ていたステツテニウス（Edward　R．　Stettillius、　Jr．）が34年にUSSの財務委員会

議長に招かれていること，また，最初はハーベスター社の労使関係部長とし

て，後に「個人的な立場」でSCCのメンバーに名を連ねていたヤング（Arther

H．’1’oullg）も34年にUSSの労務担当副社長に就任したこと，　USS自身も同

年にSCCに加盟したこと2m，さらに，同社ERPの内容がベスレヘム製鋼の

それときわめて類似していたことなど2D，　USSとSCCとの関係は浅からぬ

ものがあり，少なくとも何らかの影響を受けていたことは明らかであろう。

　こうして，USSのERPは決して同社独自のものではなく，当時の有力企

業における経営側の意向を何らかのかたちで反映し，これを踏襲するもの

であったと推し量ることができる。このような背景の中で作成・提示された

USSのERPはどのような内容を持ち，いかなる特徴を有していたのであろ

うか。項を改めて見ることにしよう。
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3．ERPの内容と特徴

（1）主な内容

　1933年6月6日，USSは子会社のH℃．プリック・コークス社（H．C．　Frick

Coke　Co．）にERPを導入し，9日に担当役員を指名した。また，カーネギー

製鋼（Carneg．　ie　E　teel　Co．）に対しても，20日に担当役員をノミネートし，23日に

従業員代表の選出を行うことを決定し，引き続き他の子会社にもERPを導

入する予定であることを公表した。こうして，USSでは子会社ごとにERP

が導入され，その内容も各子会社の実情に応じて若干異なっていたものの，

全子会社に適用されうる共通のものを多く含んでいた22）。以下では，カー

ネギー製鋼の従業員に提示されたERPの原案に拠りつつ，主な内容を示し

てみることにしよう。

　まずERPの目的として，「労働条件について労働者が意見を述べることが

できるような，また労使関係に直接関わる諸問題について経営側と従業員側

とがより効果的にコミュニケーションをとり，触れ合うことができるような

手段を提供する」ことが冒頭に謳われていた。

　そして，いわば本文に当る部分がこれに続いているが，それは全部で12条

から構成され，それぞれに詳細な規定が盛り込まれていた。すなわち，1「従

業員代表制」，II　r従業員代表の任期」，　III「従業員代表と投票者の資格」，

IV「従業員代表の指名と選挙」，　V「経営側代表」，　VI　r委員会」，　VII　r委員

会の開催」，VIIIr年次大会」，　IXr調停の手続き」，　xr従業員代表の自主

性」，XI「修正」，　XII「廃止」の12条で，これらに付された細かな規定は合

計して54項日に上っていたのである。

　まず従業員代表の選出単位について，小規模な工場では100名につき1名
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の，また大規模工場では300名につき1名の従業員代表が選出されること，

従業員代表の数は最小5名，最大で30名を基本とする旨規定されていた

（第1条第1項　以下，1－1のように略記する）。具体的には，工場の部門（depart－

mellt）ごとに，あるいは仕事の都合上さらに細分化されているグループ

（subdivisiOn）を基本的な選出単位とするが，事情に応じ調整が行われること

もありうること，この調整は後述の規則委員会（Committee　on　Rule）の勧告に

従って行われることとされていた（L2，3）。

　従業員代表の任期は1年間とされ，再選も認められていた（II－1）。また，

投票者の2／3の署名入り罷免要望書が規則委員会に提出されたり，会社との

雇用関係が消滅した場合，当該代表はその職を辞さなければならないことに

なっていた（II－2、3）。

　従業員代表となるには，1年間会社に雇用されていること，21歳以上であ

ること，アメリカ市民であることが要件とされたが，人種・性・信仰によ

る，あるいは合法的な団体・同好会・組合その他の組織に所属していること

を理由にした差別は行われないことが明記されていた（III－1，4）。他方，代

表選挙に投票する者も従業員名簿に登録されていること，次に見る代表指名

が行われる前に少なくとも60日間は会社に勤務していることが求められた

（III－2），

　ところで，全ての従業員代表は毎年1回行われる指名と選挙を経て選出さ

れることになっていた（IV－1，3）。最初の指名投票では，各投票者は所定の

代表数の倍の数の名前か番号を，指定された投票用紙に記入することとし，

投票の結果，代表数の3倍に相当する上位得票者が翌週に実施される選挙の

候補者としてノミネートされる定めになっていた（IV－2，6，7，・11）。選挙では，

候補者の氏名が印刷された用紙を規則委員会から受け取り，意中の候補者に

チェックを入れるかたちで投票が行われ，最高得票者が従業員代表に選任さ

れるが，得票数が同数の場合，勤続年数の長い者の選択に委ねることになっ

ていた（IV－12、14，16）。そして，以上の指名及び選挙に関して問題が起こっ
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た場合，規則委員会の裁定に委ねるとされた（lv－17）。

　他方，経営側代表（management　representative）は会社によって指名され，従

業員代表と継続的に連絡するが，彼らとの交渉に際しては経営側を代表する

立場にあった，そして，従業員代表から何らかの要請があった場合には迅速

に対応することも求められていた（v－1）。しかし，雇用や停職あるいは正当

な理由による解雇や配置転換などを含め，工場の運営と労働者に対する指揮

権はあくまでも経営側に属するものであることも定められていた（v－2）。

　次に，ERPを機能させる上で重要と考えられる委員会制度であるが，それ

は基本的には規則委員会と合同委員会（Joint　COmlnittee）とから成っていた。

まず規則委員会は従業員代表によって構成され，諸規定，財源，安全と事故

防止，節約と無駄の防止，賃金・賃率，労働時間・労働条件，住宅や生活条

件，保健・衛生，教育・出版，運動・レクリェーション，雇用の継続と産業の

状況といった諸問題を取り扱う機関として位置づけられていた（VI－1）。ま

た，規則委員会で取り扱われない問題は全体委員会（General　Colnmittee）にお

いて検討されることになっていた（VI－2）。これらの各委員会は5名の委員

によって構成され，それぞれ議長と書記長を置くことになっていた（VI－3）。

合同委員会は従業員代表と会社側によって指名された会社側代表とによって

構成されるが，会社i則代表者数は従業員代表者数と同じかこれを超えないこ

と，また苦情処理の手続きは規則委員会と共同して調整する旨定められてい

た（Vl一ふ6）こ

　委員会は毎月1回持たれ，隔月に合同委員会として開催されることになっ

ていた（VII－1，2）。これらの委員会は通常15－17時の問に行われるが，この

他に従業員代表の中から選ばれた規則委員会議長と経営側代表の両者が必要

と認めた場合，特別会議（special　meeting）が開かれること，この会議に出席

した従業員代表に対しては，その時間の平均収入に相当する金額が会社から

支給されることになっていた（VIL3、4，5）。また，委員会で検討または報告

される問題については，経営側代表を通じて経営陣に照会することができた
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（VIL8）。さらに，年次大会（annual　conference）には全ての従業員代表と経営

側代表が出席するが，大会の日程・会場及び議事手続きは規則委員会によっ

て決定され，責任を負うことになっていた（x’Ill）。

　ところで，従業員がフォアマンと調整できなかった問題について調停を希

望する場合，この従業員は直接または書面により従業員代表を通じてこの問

題を取り上げてもらうことができた。調停は，最初に関係するフォアマン

と，次いで経営側代表と，最後に経営陣という順序で行われ，それでも不調

に終わった時には，従業員は従業員代表を通じ，また経営陣は経営側代表を

通じ，両代表合同の全体委員会に提訴の処理が委ねられること，さらに同委

員会でも解決できなかった場合，会社社長に委ねられることになっていた

（IX－1，2，3）。

　以上のように，従業員代表に課せられた義務は多様かつ重要であるが，こ

れらを自主的に履行するための従業員代表の自由が了解・同意されており，

また代表として取った行動のために彼と会社との関係に影響が及ぶことがな

いように保障されていた。さらに，従業員代表は白分に対する個人的差別を

問題として取り」二げ，最終的には労働省または労働長官に訴える権利を有し

ていた（X）。

　各条項の修正は，従業員代表と経営側代表との合同の規則委員会における

2／3の，あるいは年次大会における多数決の投票によって行われる（XI）。

　最後に，この制度はNIRAの期間中存続するが，それ以後は3カ月前の通

告に基づき，経営側もしくは正当に選出された従業員代表の多数決によって

廃止される（XII）。

　やや長くなったが，USSカーネギー製鋼におけるERPの原案の主な内容

を順を追って見てきた。そして，ここからわれわれは幾つかの特徴・問題点

を検出することができるであろう。項を改め，見ることにしよう。
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（2）主な特徴と修正

　第1に，当然のこととはいえ，従業員代表がきわめて重要な位置を与えら

れていることであろう。従業員代表は，たとえば規則委員会を通じて労使間

の様々な問題に関わったり，時には従業員の苦情や要望を取り上げて会社側

と協議するという両者のクッション役あるいはパイプ役として位置づけられ

ている。したがって，会社側にとって従業員代表に選出される資格及びその

選出の方法は慎重に規定されるべきものであった。その資格に関し人種・

性・信仰・所属団体などによる差別は行われず，また代表が自主的に義務を

果たすための自由は保障されているとしながらも，代表につく前の少なくと

も1年間はUSSの従業員であること，21歳以．hのアメリカ市民であるこ

と，解雇されたり退職した者はその職を解かれることといった厳しい条件が

付されていたことは，従業員代表の重要な役割に鑑みて採られた措置であっ

たと考えられるのである。また選出方法について，指名投票を行った後に本

選挙を実施するという2段構えの方式を採用し，いずれにおいても秘密投票

で行っていたが，これは実際の「従業員代表の選出に際し，経営側による公

然たる介人はほとんどなかったとはいえ，票を取りまとめる（get　out　the・vote）

という点で大きな圧力」があったと言われる23）。

　しかし，第2に，この従業員代表の立場や役割はきわめて限定的なもので

あったことにも併せて留意しておく必要があろう。それは，たとえば従業員

代表の選出単位として彼が所属する工場やその一部門ないしグループが基本

とされていたこと，苦情などの調停に当ってもこの選出単位に属する従業員

の問題のみを取り上げ，協議・調整するのにとどまっていたこと，さらに雇

用・解雇・配置転換や工場の運営あるいは労働者に対する指揮権のような問

題は経営側に属すると明記されていること，などに示されているように，全

社的な立場で活動できるようには位置づけられていなかったのである。つま
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り，従業員代表に求められていた役回りは，基本的には，作業現場における

作業の不合理性や危険性あるいは慣例的に設定されていた賃金の不平等性な

どを彼の身近な範囲（＝選出母体）に限って軽減・改善することだったのであ

り，かかる措置が会社全体の労務管理に直接影響を及ぼしたり，それと抵触

することがないように慎重に配慮されていたと考えられるのである24）。

　第3に，外部との関係が周到なかたちで遮断されていたことである。この

点は上述の従業員代表資格の条項にも見られるが，投票者資格も厳密に規定

することによって一層強化されていた。すなわち，投票者は会社の従業員名

簿に登録され，かつ従業員代表の指名投票日の少なくとも60日前には会社

に勤務していることが要件とされていたのである。その大きな狙いは，従業

員代表の選出に際して投票者の中に外部の者が侵入するのを阻止すること，

より端的には労働組合勢力を基本的に排除し，社内の者のみによって構成・

運営されるERPを目指すことにあったのである。

　最後に，この制度が会社主導の’ドで設立・運営されていた点を挙げること

ができる。この点はたとえば，制度の導入に際して会社側から従業員に一方

的なかたちで原案が提示されたこと，委員会は通常勤務時間内に行われ，出

席した従業員代表に対してはその時間の平均収入に相当する金額が会社から

支給されていたこと2「’），などに端的に示されているように，会社の「庇護と

統制下」に置かれていたのである26）．この制度はあくまでもUSSの労務管

理の枠内で機能するような「一つの団交処理装置」として位置づけられてお

りユア），それゆえこの枠を逸脱することがないよう先手を打って導入し，また

財政的な支援も行いつつその運営をコントロールしようとしたのである。

　このようにUSSのERPは，・．一見すると従業員代表を中心にして円滑かつ

協調的な労使関係を構築することを目指したものに映るが，その役割や活動

の範囲はきわめて限られたものであったし，外部との関係が断ち切られてお

り，さらには会社の統制の範囲内に置かれた制度であったと考えられるので

ある。しかし，こうした会社側にとって好都合とも言える原案における規定
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の幾つかは翌34年2月に修IEされ，会社側の狙いは後退を余儀なくされる

ことになった。以下，同じくカーネギー製鋼におけるiiな変更点を見てみる

こと｛こしよう28）。

　まず，従業員代表の罷免後の選出に関し変更が加えられた。原案では罷免

後の選出規定はなく，通常の従業員代表のそれと同様，指名投票で代表数の

3倍の人数に絞られた後，翌週の選挙において最高得票者が選出されること

になっていた（原案の1ト2　以下同じ）。修正案では，罷免要望書が規則委員

会にて承認された後15－30日で選挙が行われ，投票総数の2／3を得票しなけ

れば代表を選出できないとされた。これは，従業員代表がむやみに罷免され

たり，交代させられたりすることのないように採られた措置であり，彼の立

場を強化することにつながるものであったと考えられる。

　また，通常の指名投票の規定も修止された。原案にあっては各投票者は所

定の代表者数の2倍の数の名前か番号を記入することになっていたのに対し

（llI－7），修正案では所定の代表者数を超えない数しか記入できなくなり，指

名投票で絞られる（ノミネートされる）人数も3倍（川一11）から2倍へと削減

された。指名投票の段階からより厳格な内容に変更することによって，従業

員代表が投票者の恣意で，あるいは一時の気まぐれで選出されるべきではな

いとの意思が込められていたのではないかと推測される。

　さらに，この投票者の資格に関し，指名が行われる前の少なくとも60日

問の勤務という規定（III－2）が削除されたが，これによってより多くの者が

代表の選出に関与できることになったことは、『うまでもない，

　その他，委員会の開催についても，毎月1回定期的に開かれるもの以外の

会議については，原案では規則委員会議長と経営側代表との両者の承認が必

要であったが（VII－4），修正案では規則委員会もしくは合同の規則委員会の

決定によって開催することができるようになり，従業員代表のみをメンバー

とする規則委員会の意向が以前よりも強く反映されるようになった。最後

に，調停を申し出た従業員に対して差別が行われるべきではないという一項
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が新たに追加され，苦情や不満を申し立てる権利が少なくとも規則上は保障

されることになったこ9）。

　以上二，USSのERPの原案及びその修正案の内容と主な特徴・問題点につ

いて見てきた。先にも触れたように，それは会社側が先導するかたちを取り

つつ従業員に提示されたものであり，当時のUSSの労使関係を改善し，安

定させたいとの狙いが込められていたものでもあったと考えることができ

る。そこで以下では，同社CEOとして各種の改革を精力的に進めていたテ

イラーがこの制度についていかなる考えを持っていたのか，探ってみたい。

4．テイラーとERP

（1）　テイラーの経営理念

　テイラーがUSSの経営活動をリードした10年間は，後に彼自身も述懐し

ているように，まさに「乱気流の時代」（turbulent　years）であり30），空前の繁

栄を享受することができた反面，未曾有の恐慌にも直撃された大変な激動期

でもあった。このような中でUSSを指揮するに当り，彼が基本的な拠り所

にした考え・理念は，次のようなものであった31）。

「USSは営利企業（commercia！ellterprise）を超えた存在である。それは国

家的な制度で，その鼓動は国家とともに脈打っている。厳密に言うと，

USSを単なる私企業として運営したのでは成功することはおぼつかない

のである。しかしながら同時に，USSは私的な制度でもあり，その意味

においてわが社は自分の足で立たなければならない。わが社は公的な利

益，貯蓄を委託している〔＝USSの株主になっている一一引月1者〕20万人を超え

る人々の利益，わが社に生計を依存している25万人の従業員の利益を調
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和させるような施策を講じつづけるという三重の義務を負っているのであ

る。この10年間，USSは一一つの理念（philosophy）……を持ちつづけてき

た。この理念を変更する必要はなかったし，実際変えることもできなかっ

た，と言うのは，それは利己主義に基づいたものでなく，変わることのな

い自然の真理に基づいたものだったからである」。

　見られるようにこれは，同社が「私的な制度」であると同時に「国家的な

制度」としての1則面も有しているというテイラーの認識を示すものであると

言えよう。それは基本的には，USSが・個の私企業として高収益を」二げて

いかなければならないという面と，同社の動向が鉄鋼業のみならず，アメリ

カ経済の帰趨に対しても重大な影響を及ぼすという彼の強烈な信念を表明し

たものと考えられるが，当時における同社の状況を考慮すると，これとはや

や異なった意味合いをも有していたのではないかと思われる．

　周矢llのように，　USSは1920年代のアメリカ鉄鋼業において進展した軽薄

鋼材へのシフトという新たな趨勢に十分対応できず，相対的に地位を低下さ

せつづけていた32）。テイラーはこうした時期にUSSに入社し，その舵取り

に当ったわけであるが，その際，同社の経営体制や生産体制の刷新などあら

ゆる面にわたって改革を進めることが急務とされた33）。とは言えテイラー

は，このような多方面に及ぶ改革が，恐慌という不測の事態に直而したこと

もあって，USSのみをもってしては十分に展開できないのではないかと判

断したと考えられる。こうして，政府の意向を全く無視したり，あるいは政

府との関係が大幅に損なわれるような場合，自社の経営改革を的確かつ迅速

に推進できないのではないかという彼の考えが，同社は「国家的な制度」で

もあるという表現をとって理念に反映されることになったと思われるのであ

る。

　この点に関し，テイラーはUSS在任期間中とりわけNIRAの期間中，し

ばしばワシントンを訪問した。連邦政府との頻繁な接触は，テイラーの；漂
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を借りると，「わが社の特別な利益を求めたり，法的な保護を求めたりする

ためではなく，わが社の政策を……国の政策に調和させるため」に行われた

ものであったという34）。これをそのまま鵜呑みにすることはできないにし

ても，彼が自社の利益を保持するために連邦政府の意向をもある程度考慮し

つつ経営活動を担っていた，少なくともこれをまったく無視して同社を主導

していたわけでないことだけは確かであろう。そして，こうした彼のスタン

スはERPに関しても基本的に貫かれていたと思われる。項を改め，見るこ

とにしよう。

（2）　テイラーの「原則」（principle）

　テイラーによると，「ERPの基本的な目的は，賃金や労働時間及びその他

の雇用条件について経営側と協議する代表を選出する手続きを各工場の従業

員に提示し，NIRAの条項を充たすような団体交渉の機関を創設すること」

であった35）。

　また，従業員代表について次のように述べている3ω。すなわち，「わが社

は，どのようなかたちをとるにせよ，また事の起こりが何であれ，命令や強

制や脅迫を伴わずに，従業員によって自由に選ばれた代表を通じて団体交渉

する権利を従業員が持っていることを確認する。働く権利は従業員がどの組

織のメンバーであるかどうかによって変わるものではないという原則が確認

されるなら，また全ての従業員は上に述べたような方法で〔自由に　引用

者〕選ばれた代表を通じて交渉する権利を持っているということが確認され

るなら，わが社はどのグループから選出された従業員代表とも，またいかな

る組織とも交渉し，協約を締結するであろう」という「原則」を打ち出した

のである。

　見られるように，テイラーはERPを従業員代表を通じての団体交渉機関

と捉え，代表にノミネートされる者がどのような組織に属しているかという
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点については，「制限は全くな」く，たとえ「わが社に雇用されていない労

働組合のメンバーが従業員代表に選ばれたとしても，それは自由である」と

考えたのである。先にも見たように，USSのERPにあっては当初，従業員

代表の資格として人種・性・信仰・所属団体の如何は問われないものの，代

表になる1年前から会社に雇用され，かつアメリカ市民でなければならない

という2つの条件が付されていた。この条件は34年2Eの修正によって撤

廃されたが，それでも多くの鉄鋼経営者にあっては労働組合に所属している

者が代表になることについて強い警戒心を抱いていた。

　この点に関し，たとえばAISIは，　ERP以外の方法で「団体交渉を行うこ

とも考えられるが，それらはいずれも工場の外部の者や鉄鋼業とはしばしば

無関係の者が代表となる」可能性があると指摘し，こうした「アウトサイ

ダーの介入」を阻止するためにもERP（外部者をシャットァゥトした）が堅持さ

れるべきであると説いている3ア）。また，アームコ社（American　Rolling　Mill　Co．）

社長フック（Charles　R，　Hook）は，「ここ数年来，　ERPは真の産業民主主義と

集団的な協調の基盤となってきた。しかし，私の考えでは，相互理解を進め

ようとするためには，ERPはまだ〔その役割を　引川者〕終えるべきではな

い。労使は丁場の門の外で広まっているある共通した問題を沢山抱えてい

る。従業員は大衆を惹きつけようとしている煽動家やアメリカの経済システ

ムを弱体化させようとしているラディカルなグループによって常に間違っ

た，また非アメリカ的なプロパガンダを与えられている」と，外部の者に対

する不信の念を露わにしている38）。このような風潮の中で，従業員代表に

条件を一切付けないというテイラーの「原則」は，おそらく34年における

ERPの修iEを追認したものと考えられるが，当時としてはやはり異色のも

のだったと言えよう39）。

　ところで，テイラーは何故こうした「原則」を打ち出すことになったので

あろうか。この疑問を解くに当って一つの示唆を与えてくれるのが，33年

に勃発した労働争議及びその収拾の内容であった川。
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　この争議はUSSの子会社の一つプリック・コークス社の炭鉱があったペン

シノレバニア州フェイエット郡（Fayette　Counb’）で勃発したストライキに始ま

る。このストは労働組合　　アメリカ鉱山労働者連合（UIlited　Mine　Workers　in

America：UMW）　　によって認められたものではなく，またストライカーの

中にUSSの鉄鋼労働者や炭鉱労働者は一人も含まれていなかったと言われ

る。プリック社は，クレアトン（ClairtOn）のコークス製造工場に石炭の在庫

が大量にあったことを踏まえ，フェィエット郡の炭鉱を閉鎖するという対抗

策をとった。これに対しストライカーはクレアトンのコークス工場を占拠

し，コークスの供給を停止させることによってUSSの鉄鋼生産にも影響が

及ぶよう企てた。こうして，争議は長期化・複雑化の様相を呈することに

なったが，かかる状況を打開するべく，調停に向けての会合が持たれ，同年

10月30日に概ね以下のような合意（agreement）が成立した。

　・商業用炭鉱（cOmmercial　milコe）を再開するとともに41），閉鎖直前に雇用

　　されていた炭鉱労働者はどの組合のメンバーであっても仕事に復帰させ

　　ることにする。

　・従業員の希望がある場合，組合費を給与から天引きする（check－・ff）こ

　　とを認める。

　・専用炭鉱とUNIWとの間では炭鉱労働者が仕事に復帰する際の労働時

　　間，賃金，労働条件を規定したアパラチア協定（Appalachian　agreement）

　　が既に結ばれていたが，この協定を全ての炭鉱で掲示するとともに，協

　　定と同じような条項と条件を含む正式の協定を専用炭鉱と従業員代表と

　　の間で締結する。

　・従業員代表はNLBの規定に基づき，その指示の下で行われる選挙に

　　よって選出されるが，この代表はUNIWの役員か，他の労働組合のメ

　　ンバーか，あるいは非組合メンバーかにかかわらず，炭鉱経営者（mine

　　operator）と交渉する。

　このように，合意の内容はERPの枠組みを保持しつつ，労働組合（＝UMW）
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を承認したものであり，テイラーによるとそれは「USSの子会社が従業員の

選んだ交渉団体が何であれ，これを認める」ことを意味しており42），この内

容が先に示した彼の「原則」のべ一スになっていたことは明らかであろう。

　ところで，ここで注目されるのは政府関係者が合意形成に関わっていた点

であろう。すなわち，この合意に際してはUSSをはじめとする大手の鉄鋼

企業経営者とUMW代表の他に，ローズベルト大統領とジョンソン復興局

長官（General　Hugh　S．　Johnson）も加わっていたのである43）。事態を打開する

ために政府側が経営側に何らかの譲歩を迫ったのか，あるいは鉄鋼経営者が

組合側に歩み寄ったのか，残念ながら真相は明らかではない。しかしいずれ

の場合でもこの合意は，経営側とりわけ当事者たるUSSが政府関係者にも

意を払いつつ実現されたものであり，少なくとも政府との協議を踏まえた上

でなされたものであったことは確かであろう。テイラーは後に，「1933年初

夏のNIRAの採択によって，大企業の労使関係に明らかな変化が生じた。

政府は初めて労使関係の一当事者となった……。労使関係はもはや経済的な

理由のみによって左右される私的なものではなく，これに政治的理由もある

程度ミックスされた準公共的な事柄（quasi－public　affair）になった」と述懐し

ている44），彼のERPに対する「原則」はかかる情勢の中で生み出され，具

体化されたものだったと言えよう。

5．おわりに

　以上，USSにおけるERPの導入経過と主な内容及び特徴を紹介し若干の

検討を試みるとともに，テイラーの経営理念と彼のERPに対する「原則」

について述べてきた。

　同社のERPは当初，外部との関係を断ち切った上で，またきわめて制限

された条件の下で，従業員の苫情や不満を従業員代表に吸収させようとする
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ものと言え，会社側にとって好都合な，労使間の「より効果的にコミュニ

ケーションをとり，触れ合うことができるような手段」として機能させよう

とするものであったと考えられる。

　ところが，恐慌が深刻の度を増す中で本格的かつ早急に経営改革を断行し

なければならなかったUSSの内部的な事情に加え，急速に勢力を伸ばして

いた労働組合勢力に触発されるように，激しく揺れ動いていた労働問題に積

極的に関与するようになった政府の動きを見据えた時，当初ERPに対して

想い描いていたテイラーの期待は徐々に薄れ，新たな対応を迫られることに

なったのである。彼の経営理念に見られる「国家的な制度」という表現や

ERPに対する「原則」に示されている労働組合を認めるかのような文言は，

このような状況を背景にして生み出されたものだったのである。したがって

「原則」は，彼が当初ERPに対して抱いていた意図や期待が大幅に後退して

しまったことを表明したものであったとも言えよう45〕。そして，こうした

彼の認識が，バーンステインの言う「複合的な諸要因」と重なり合い，

SWOCを正式の交渉機関として承認する背景にあったと考えられるのであ

る。

　とは言え，小論においては政府の動きについて言及することは全くできな

かった。その具体的な内容がどのようなものであったのか，またそれに対し

てテイラー率いるUSSがどのように関わり，いかに対応したのかなど明ら

かにすべき問題は残されたままである。今後の課題としたい，

　　　　　　　　　　（本稿は，関西大学研究助成金による研究成果の一一部である．）
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